
　「景観資源」という言葉をご存じですか？その地域らしい景観を
形成する上で重要な資源のことで、建物や工作物、樹木などがこ
れにあたります。玉串川、長瀬川に代表される水と緑、久宝寺寺
内町など長い歴史に彩られた本市らしい魅力ある景観を、大切に
守り、発信していくための取組みが始まっています。
問都市政策課都市政策課 924－3850924－3850 FAX924－0207924－0207

　

山や
ま
た
け畑
地
域
に
あ
る
岩
本
さ
ん

の
お
住
ま
い
は
、八
尾
市
景
観
資

源
登
録
制
度「
八
尾
き
ら
り
」の

古
民
家
第
１
号
。一
帯
の
地
主
と

し
て
代
々
こ
の
土
地
に
住
ま
わ
れ
、

建
物
の
築
年
数
は
3
0
0
年
以

上
と
の
こ
と
。
建
て
ら
れ
た
当
初

は
茅か
や
ぶ
き葺

屋
根
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

昔
は
さ
ら
に
敷
地
が
広
く「
客
殿

や
、蔵
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
」

と
当
主
の
岩
本
さ
ん
。
室
内
に
は
、

「
石い
し
ば
だ

場
建
て
」
と
い
う
伝
統
工
法

で
建
て
ら
れ
た
柱
や
、か
ま
ど
な

ど
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
高
安
山

を
借
景
に
し
た
庭
の
茶
室
に
は
、

に
じ
り
口
で
は
な
く
、立
っ
た
ま

ま
出
入
り
で
き
る
貴き
に
ん
ぐ
ち

人
口
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
庭
に
は
枯
山
水

や
灯
籠
、つ
く
ば
い
な
ど
が
し
つ

ら
え
ら
れ
、そ
の
す
べ
て
に「
意

味
や
見
立
て
が
あ
る
ん
で
す
」と

の
こ
と
。
庭
石
の
中
に
は
、現
在

は
東
京
の
国
立
博
物
館
に
収
蔵

さ
れ
て
い
る
石
棺
の
土
台
と
な
っ

た
石
も
あ
る
と
か
。
ほ
か
に
も
、

え
ご
ま
の
油
を
搾
っ
て
い
た
石い
し
う
す臼

や
油
壷
、蔵
の
鬼
瓦
や
鯱し

ゃ
ち
ほ
こ
か
わ
ら瓦

、井

戸
な
ど
、歴
史
を
物
語
る
も
の
が

あ
ち
こ
ち
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

長
い
歴
史
と
先
人
の
想
い
を
、大

切
に
守
り
継
ぐ
岩
本
さ
ん
ご
夫

婦
。
そ
の
日
々
の
営
み
が
、八
尾

の
魅
力
あ
る
景
観
を
作
り
出
し

て
い
ま
す
。

岩本邸では、なま
こ壁の蔵や鯱瓦の
屋根など、歴史あ
る建物の景観が外
から見られます！

（１）前庭には樹齢250年を超える槙の木も （２）高安
山を借景にした茶室 （３）石の上に柱を建てる「石場
建て」 （４）枯山水の庭園

八
尾
き
ら
り
！

Interview

歴
史
と
想
い
を
守
り
継
ぐ
暮
ら
し

１２

３４

答えはP５をチェック！

「
景
観
資
源
」で
魅
力
発
信

古い町家が数多く残る久宝寺寺内町。江戸～明治期
の建物に見られる、特徴的な窓をなんというでしょう
か？P３をよく読むとわかります！

クイズ クイズ  やおQ やおQ

2記事内容の詳細は市ホームページでご覧いただけます。



景観資源登録制度

「八尾きらり」を創設

　

江
戸
時
代
か
ら
の
古
い
町
家
が
数
多
く

残
る
久
宝
寺
寺
内
町
。
現
在
も
階
高
が
低
い

「
つ
し
２
階
」の
建
物
や「
む
し
こ
窓
」、
碁

盤
の
目
の
よ
う
な
町
割
な
ど
、伝
統
的
な
ま

ち
な
み
が
い
に
し
え
の
風
情
を
し
の
ば
せ
ま

す
。
景
観
の
重
点
地
区
で
あ
る
こ
の
地
域
に

お
い
て
、歴
史
的
な
ま
ち
な
み
と
調
和
し
た

景
観
形
成
を
図
る
た
め
、国
の
補
助
事
業
で

あ
る「
街
な
み
環
境
整
備
事
業
」を
活
用
し

た
久
宝
寺
寺
内
町
景
観
整
備
事
業
を
実
施
。

令
和
２
年
度
か
ら
、民
間
家
屋
の
修
景
助
成

制
度
や
道
路
美
装
化
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。

現
在
は
18
件
の

古
民
家
が
登
録

久
宝
寺
寺
内
町
で
は
、

景
観
整
備
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
！

　
「
八
尾
き
ら
り（
八
尾
市
景
観
資
源
登

録
制
度
）」は
、八
尾
ら
し
い
良
好
な
景

観
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
景
観
資
源
で
、

歴
史
的
・
文
化
的
価
値
が
高
い
も
の
や

市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
も
の
、地
域
の

シ
ン
ボ
ル
と
な
る
も
の
な
ど
を
登
録
し
、

市
内
外
の
人
へ
そ
の
魅
力
を
発
信
す
る

と
と
も
に
、未
来
に
継
承
し
て
い
く
た
め

に
創
設
さ
れ
た
制
度
で
す
。

　

令
和
５
年
度
に
は
、八
尾
き
ら
り【
古

民
家
】と
し
て
18
件
が
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

久宝寺寺内町の風景は、
「ビュースポットおおさか」に選ばれています！

登録された景観資源は、登録プレートが設置されて
います。まち歩きの際には、ぜひ探してみてください。

　大阪府が選定する、大阪の景観を美しく眺
めることのできる場所「ビュースポットおおさか」
に、本市の『顕証寺大屋根と歴史的まちなみを
眺める久宝寺寺内町』
が選定されています。

※個人の住宅は基本的に公開されていません。訪れる際には、所
有者や近隣住民に迷惑がかからないよう、また、写真撮影や
SNS への投稿も十分にご配慮ください。

対象路線：市道久宝寺第31号線（表町通り）延長約370m

土道のイメージの舗装により、歴史的なまちなみとの調
和に配慮した落ち着きのある道路空間を創出しています。
※マンホールは久宝寺寺内町の特別仕様となっています。

今回の表紙は「ビュースポッ
トおおさか」に選ばれている
場所がロケ地。「八尾きらり」
古民家に登録されている浅
野邸にご協力いただきました。

■道路美装化令和２年度の実績

登録されている古民家では、
「つし2階」「大和棟」など、河
内地方の伝統的な民家の建
築様式を見ることができます！

「八尾きらり」を見つけてみよう！

久宝寺寺内町にある浅野
邸は、国の有形文化財に
も登録されています！

「八尾きらり」では、古民家の保全や
利活用に関するセミナー、景観パネ
ル展などの取組みも行っています！

八尾きらり【古民家】の登
録物件は市ホームページ
で公開しています！

久宝寺寺内町地区
詳細は
こちら
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「
空
家
」と
は
、１
年
以
上「
誰
も

住
ん
で
い
な
い
も
し
く
は
使
用
さ
れ

て
い
な
い
建
物
」の
こ
と
を
い
い
ま

す
。
適
切
に
管
理
さ
れ
ず
放
置
さ
れ

た
空
家
は
近
隣
に
も
大
き
な
影
響

を
与
え
る
こ
と
か
ら
、空
家
の
所
有

者
に
は
き
ち
ん
と
管
理
す
る
責
任

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、通
行
人
や
近

隣
の
家
屋
に
損
害
を
与
え
て
し
ま
う

と
、損
害
賠
償
責
任
を
問
わ
れ
る
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

本
市
の
空
家
数
は
平
成
30
年
の

調
査
結
果
に
よ
る
と 

1
８
８
３
０

戸
で
、平
成
25
年
か
ら
の
5
年
間
で

２
９
０
戸
減
少
し
て
い
ま
す
。
空
家

率
は 

14.
８
％
か
ら 

０.
５ 

ポ
イ

ン
ト
減
少
し
、14.
３
％
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、依
然
と
し
て
全
国
平
均

の
13.
６
％
よ
り
高
い
値
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、本
市
で
は
空
家
に
関
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
合
せ
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
改
正
に
よ
り

「
特
定
空
家
等
」だ
け
で
な
く
、放
置
し
て
お
く
と「
特
定
空
家
等
」

に
な
る
お
そ
れ
の
あ
る「
管
理
不
全
空
家
等
」も
指
導
・
勧
告
の
対

象
と
な
り
ま
し
た
。「
特
定
空
家
等
」お
よ
び「
管
理
不
全
空
家
等
」

と
し
て
勧
告
を
受
け
る
と
、
土
地
の
固
定
資

産
税
の
軽
減
措
置（
住
宅
用
特
例
）が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
、
固
定
資
産
税
が
増
え
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

空
家
は
個
人
の
財
産
で
あ
り
、所
有
者
や
管
理
者
は
空
家
を
適

切
に
管
理
す
る
責
任
が
あ
り
ま
す
。

　

所
有
者・管
理
者
は
空
家
周
辺
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な

い
よ
う
に
、適
切
に
空
家
な
ど
の
管
理
に
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
加
え
て
法
改
正
に
よ
り
、国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が

実
施
す
る
空
家
な
ど
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
は
、隣
の
土
地
か
ら
自
宅
の
敷
地
に
伸
び
て
き
た
木
の

枝
を
切
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、民
法
改
正
に
よ
り
、条

件
に
よ
っ
て
は
切
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

①
竹
木
の
所
有
者
に
越
境
し
た
枝
を
切
除
す
る
よ
う
催
告
し
た
が
、

竹
木
の
所
有
者
が
相
当
の
期
間
内
に
切
除
し
な
い
と
き

②
竹
木
の
所
有
者
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、又
は
そ
の
所
在
を
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き

③
急
迫
の
事
情
が
あ
る
と
き

　

詳
細
は
、左
記
大
阪
弁
護
士
会
な
ど
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問住宅政策課住宅政策課 924－3783 924－3783 FAX924－2301924－2301

建物の老朽化 270件

動物のふんや死骸 13件

景観が損なわれている ３件

樹木などの繁茂 256件

不法侵入や放火のおそれがある ８件

合計 550件

※平成30年４月から令和６年３月末までの合計

「空家問題」
空
家
が
あ
る
と
、

な
ぜ
問
題
？

八
尾
市
の

空
家
事
情
っ
て
？

空
家
に
関
す
る
法
律
が
改
正

空
家
を
放
置
す
る
と
、固
定
資
産
税
が
上
が
る
!?

空
家
所
有
者
の
責
務
が
強
化
さ
れ
ま
し
た

条
件
に
よ
っ
て
は
、近
隣
の
枝
が
切
れ
る
よ
う
に
！

■問合せ内容

景観や市民生活に影響を及ぼす

空家の放置はリスクがたくさん！

外壁などの落下 ねずみや
害虫の発生

不法侵入による
治安悪化

枝のはみ出し ごみの散乱

悪臭

倒壊

空家法改正関係
（抜粋）

特定空家等とは：①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 ②著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ③適切な管理
が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 以上の状
態にあると認められる空家などをいいます。 
管理不全空家等とは：適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家などをいいます。

4記事内容の詳細は市ホームページでご覧いただけます。



あなたが住んでいた家は大丈夫？

困ったときは、まず相談を！

所有物件を「空家バンク」に登録しませんか？

実家などの物件を「管理不全空家等」や「特定空家等」
にしないために、適切な管理が大切です。国土交通省
が公開している空家対策チラシのチェックリストを参
考に、まずは家の状態を確認してみましょう。チェック
リストには、管理方法も記載されています。

空家の対処に困ったら、早めに住宅政策課または不動産・相続などの専門家へ相談を！

「八尾市空家バンク制度」では、空家の売
却や賃貸を考えておられる所有者と、空家
の利用を希望する人との
マッチングを行っています。
持っている物件を空家バン
クに登録して、利活用につ
なげませんか？登録された
物件は市ホームページに物
件情報を掲載します。

登録方法などの
詳細は、

市ホームページ
をご覧ください

答えは「むしこ窓」。虫籠窓と書きます。２階の階高が低い「つし２階」に設けられた
格子をつけた窓のことで、その形が虫かごに似ているので名付けられました。

クイズ やおQの答え

チラシは国土交
通省のホームペー
ジからダウンロー
ドできます！

ホームページでは登
録物件を写真付きで
紹介！空家を借りた
い人・買いたい人も
ぜひチェックを！

空家にしないために、空家
になっても放置しないため
に！家族間での話し合いや
早めの相談が大切です。

空家で困らないために
今できること

■不動産の処分などについて

■空家などの権利関係など、法的問題について

■空家などの全般に関するお悩みについて

一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会
東大阪八尾支部 事務局

大阪弁護士会
空家・財産清算人無料電話相談

NPO法人
住宅長期保証支援センター

大阪司法書士会

公益社団法人 全日本不動産協会大阪府本部

空家の処分（不動産取引き）などに関する相談を受け付けます。
06－6618－1234

空家、相続財産清算人・不在者財産管理人に関する法律問
題に関する相談を受け付けます。
06－6364－5500

リフォーム、点検、お手入れな
ど空家の管理や売買の悩みご
との相談を受け付けます。
06－7897－2149

空家の権利関係や相続問題など、法的な問題に対する相
談窓口の案内や司法書士の紹介をします。
06－6943－6099

空家の処分（不動産取引き）などに関する相談を受け付けます。
06－6947－0341

空家は放置せず、「しま
う（除却）」・「活かす（活
用）」で住みよいまちに！
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